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広報 － おおず － ２００７ ９月号

○

大洲市都市計画マスタープラン
　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

と
は
、
都
市
計
画
法
に
定
め
る

「
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
」
の
こ
と
で
す
。

　

大
洲
市
で
は
、
平
成
17
年
の

市
町
村
合
併
を
機
に
、
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
に

着
手
し
、
こ
れ
ま
で
「
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
」
の
実
施
や
「
素
案

説
明
会
」
の
開
催
な
ど
を
行
っ

て
、
本
年
３
月
に
市
の
案
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
に
入
り
、
国
・
県
の

関
係
機
関
と
調
整
を
行
い
な
が

ら
、
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
策
定
し
て
き
た
案
に

つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら

最
終
的
な
ご
意
見
を
い
た
だ
く

た
め
、
次
の
と
お
り
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
公
募
）
と

原
案
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１ 

．
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意

見
公
募
）
に
つ
い
て

①
案
件
名

　

大
洲
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
（
案
）

②
案
の
公
表
期
間

　

９
月
10
日（
月
）〜
10
月
10
日

（
水
）（
※
閲
覧
は
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
30
分
ま
で
で

す
。
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日

の
閲
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。）

③
公
表
の
方
法

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・ 

市
役
所
都
市
整
備
課
お
よ
び

各
支
所
建
設
農
林
課
で
閲
覧

④
意
見
の
募
集

・ 

案
に
ご
意
見
が
あ
る
場
合
は
、

案
の
公
表
期
間
中
、
意
見
書

（
閲
覧
場
所
に
備
え
付
け
ま
た

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
、書
面
、

郵
便
、
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ

ッ
ク
ス
の
い
ず
れ
か
で
、
市

役
所
都
市
整
備
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

２
．
原
案
説
明
会
に
つ
い
て

① 

開
催
日
時　

９
月
28
日（
金
）

午
後
７
時
〜

② 

開
催
場
所　

大
洲
市
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
４
階
多
目
的
ホ

ー
ル

③ 

説
明
内
容　

大
洲
市
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
案
）

に
つ
い
て

◎ 

問
い
合
わ
せ
お
よ
び
意
見
書

の
提
出
先

　

〒
７
９
５―

８
６
０
１

　

大
洲
市
大
洲
６
９
０―

１　

　

 

大
洲
市
役
所
建
設
農
林
部
都

市
整
備
課

　

 

☎
㉔
２
１
１
１

（
内
線
２
４
４
・
２
４
５
）

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
㉔
１
７
３
６

　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

 to
sh
ise
ib
ik
a
@
c
ity
.o
zu
.

eh
im
e.jp

　

貯
水
槽
水
道
は
受
水
槽
の
容

量
に
よ
っ
て
、
簡
易
専
用
水
道

（
受
水
槽
の
有
効
容
量
が
10
㎥
を

超
え
る
も
の
）
と
小
規
模
受
水

槽
水
道
（
受
水
槽
の
有
効
容
量

が
10
㎥
以
下
の
も
の
）
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
簡
易
専
用
水
道
は

水
道
法
、
小
規
模
受
水
槽
水
道

は
愛
媛
県
飲
用
井
戸
等
衛
生
対

策
要
領
で
管
理
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

設
置
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準

に
従
い
維
持
管
理
を
行
う
と
と

も
に
、
１
年
以
内
ご
と
に
１
回
、

厚
生
労
働
大
臣
登
録
の
検
査
機

関
に
よ
る
定
期
検
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

施
設
管
理
の
点
検
記
録
簿
な

ど
を
用
い
て
適
正
な
維
持
管
理

を
行
い
、
飲
料
水
の
安
全
確
保

に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

設
置
者
の
皆
さ
ん
に
お
願
い
し

ま
す
。

※ 

「
建
築
基
準
法
に
よ
り
特
定

建
築
物
に
該
当
す
る
ビ
ル
等

に
設
置
す
る
受
水
槽
の
管
理

に
つ
い
て
は
「
建
築
物
に
お

け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に

関
す
る
法
律
」
に
従
っ
た
維

持
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所
水
道
課　

　

☎
㉔
３
７
５
３

大
洲
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
案
）の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
公
募
）お
よ
び

原
案
説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

▲３月に開催した素案説明会（大洲市総合福祉センター）

貯
水
槽
水
道
の

維
持
管
理
の
お
願
い

　

ビ
ル
な
ど
で
、
市
の
水
道
か

ら
供
給
さ
れ
る
水
を
一
度
受
水

槽
に
受
け
入
れ
、
受
水
槽
か
ら

居
住
者
に
水
を
給
水
す
る
設
備

を
貯
水
槽
水
道
と
い
い
ま
す
。

貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
（
受
水

槽
が
設
置
さ
れ
て
い
る
ビ
ル
な

ど
の
持
ち
主
）
は
、
水
道
法
お

よ
び
大
洲
市
水
道
使
用
条
例
に

基
づ
い
て
、
受
水
槽
を
適
正
に

管
理
し
利
用
者
の
安
全
に
配
慮

す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

貯水槽水道は以下の内容の管理が必要です。

管理事項 内　　容 備　　考

水 槽 の 掃 除
１年以内ごとに１回、定期的
に受水槽・高置水槽などを掃
除する。

水 槽 の 点 検

水槽の亀裂の有無や内部の状
況、配管の状態などを点検し、
汚染の可能性がないようにす
る。

設置者（または設置
者が依頼する管理
人）による日常点検。

危 険 防 止 措 置
上記の点検で不備な箇所があ
った場合は修理を行う。

市の指定を受けた水
道工事業者に依頼。

定期の水質検査

１年以内ごとに１回以上、水
質（臭気、味、色、色度、濁
度、残留塩素）および管理状
況に関する検査を受ける。

厚生労働大臣登録の
検査機関に直接お問
い合わせのうえ検査
を行ってください。

水質異常時の検査
水の色、濁り、臭い、味など
に異常が生じた際には臨時の
水質検査を受ける。

給水停止と利用者
への周知

上記の検査などにより、供給
する水が人の健康を害するお
それがあることを知ったとき
は、水槽からの給水を停止し、
利用者に周知を行う。

施設の改善方法など
については水道課に
ご相談ください。

※県内の厚生労働大臣登録検査機関（水道法34条登録機関）
　㈶愛媛県総合保健協会
　〒790-0814　松山市味酒町1－10－5　☎089（987）8206
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広報 － おおず － ２００７ ９月号

○

平成18年度行政改革実施状況

行政改革、着々と
平成18年度行政改革実施状況のお知らせ

　国の三位一体改革による地方交付税の減少などにより、非常に厳しい財政状況を背景として、

平成17年度から21年度までの５カ年間の「大洲市行政改革大綱」および「集中改革プラン」を策

定し、市の財政健全化を目指して、さまざまな行政改革に取り組んでいます。

　今回は、平成18年度集中改革プランの実施状況の概要をお知らせします。

　また、集中改革プラン実施状況について、各項目の状況一覧を大洲市公式ホームページに公表

していますので、ご覧ください。

　なお、資料の配布などをご希望される方は、下記までお申し出ください。

平成18年度集中改革プラン進捗状況

未着手

（Ｈ19以降予定）

5%

検討・協議

34%

実施済

24%

一部実施・進行中

37％

○平成18年度大洲市集中改革プラン実施状況概要

進　捗　状　況 項目数 割　合

実 施 済 32 24.2％
一 部 実 施・ 進 行 中 48 36.4％
検 討 ・ 協 議 45 34.1％
未 着 手

（平成19年度以降着手予定） 7 5.3％

合　　計 132 100.0％

〇平成17・18年度効果額

実　施　年　度 目　標　額 効　果　額

平成17年度 26,959千円 94,555千円

平成18年度 542,388千円 556,546千円

◆　主な改革項目

改　革　項　目 内　　容 結　　果

組 織 機 構 の 見 直 し 組織のスリム化に向けて、課の統合・廃止 ８課減（Ｈ17.18）

職 員 数 削 減 H17：22人削減　H18：7人削減 29人削減

特 別 職 の 給 与 カ ッ ト 給与10％カット Ｈ17.４～

議 員 報 酬 の カ ッ ト 議長・副議長５％カット　議員３％カット Ｈ17.10～

管 理 職 手 当 の カ ッ ト 管理職手当20％カット Ｈ18.４～

指 定 管 理 者 制 度 導 入 市内13施設に制度導入 Ｈ18.４～

補 助 金 の 見 直 し 補助金の抜本的な見直し Ｈ18年度

コ ピ ー 機 の 一 括 契 約 本庁・支所・施設の一部のコピー機を一括管理契約 Ｈ18.４～

事 務 用 紙 の 一 括 購 入 本庁・支所・施設の事務用紙を一括購入、管理 Ｈ18.４～

広 告 事 業 の 推 進 広報紙・ホームページ・封筒の広告募集開始 Ｈ18～

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 制 度 市民への説明責任、意思決定過程を公表する制度 Ｈ19～

問い合わせ先

　市役所財政課行政改革推進係　☎24－2111（内線384）
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広報 － おおず － ２００７ ９月号

○

お知らせ
　

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
る
年

金
の
増
額
分
は
、
時
効
に
よ
り

消
滅
し
た
分
を
含
め
て
ご
本
人

ま
た
は
、
遺
族
の
方
へ
全
額
お

支
払
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

今
ま
で
は
、
年
金
記
録
が
訂

正
さ
れ
た
結
果
、
年
金
が
増
額

し
た
場
合
で
も
、
時
効
消
滅
に

よ
り
直
近
の
５
年
間
分
の
年
金

に
限
っ
て
お
支
払
い
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
年
金
時
効
特
例

法
の
成
立
に
よ
り
、
５
年
を
越

え
て
時
効
消
滅
し
て
い
た
期
間

も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
年
金
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】

① 

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
、

年
金
額
が
増
え
た
方
↓
年
金

（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）
の
時

効
消
滅
分
が
全
期
間
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

② 

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
、

年
金
の
受
給
資
格
が
確
認
さ

れ
、
新
た
に
年
金
を
お
支
払

い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
方
↓

年
金
（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）

の
時
効
消
滅
分
が
全
期
間
さ

か
の
ぼ
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

③ 

①
や
②
に
該
当
す
る
方
が
亡

く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
ご
遺
族
の
方
↓
未
支
給

年
金
の
時
効
消
滅
分
が
支
払

わ
れ
ま
す
。（
ご
遺
族
の
範

囲
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ

た
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
さ

れ
て
い
た
方
に
限
り
、
配
偶

者
・
子
・
父
母
・
孫
・
祖
父

母
・
兄
弟
姉
妹
の
順
と
な
り

ま
す
。）

④ 
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ

れ
た
結
果
、
上
記
①
〜
③
と

同
じ
よ
う
に
年
金
額
が
増
え

る
方

【
必
要
な
手
続
き
】

　

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ

れ
る
方
↓
記
録
の
訂
正
手
続
き

以
外
に
特
別
の
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

　

既
に
、
年
金
を
受
給
開
始
後

に
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て
い

る
受
給
者
の
方
↓
平
成
19
年
９

月
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な

記
載
事
項
を
印
字
し
た
用
紙
を

順
次
発
送
い
た
し
ま
す
。（
今
す

ぐ
に
手
続
き
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で
お

手
続
き
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

☎
０
８
９（
９
２
５
）
５
１
０
５

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

　

所
有
す
る
森
林
を
見
直
し
、

経
営
・
管
理
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

　

え
ひ
め
農
林
漁
業
担
い
手
育

成
公
社
で
は
、
愛
媛
林
業
労
働

力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
、

会
社
な
ど
の
退
職
を
機
に
、
余

暇
時
間
な
ど
を
活
用
し
て
所
有

山
林
の
整
備
な
ど
を
始
め
よ
う

と
し
て
い
る
方
々
を
支
援
す
る

「
Ｕ
タ
ー
ン
森
林
所
有
者
再
チ
ャ

レ
ン
ジ
支
援
窓
口
」
を
設
置
し

ま
し
た
。

　

技
術
を
学
び
た
い
、
地
域
の

指
導
者
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
、

森
林
活
用
の
情
報
が
ほ
し
い
な

ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

愛
媛
県
林
業
労
働
力
確
保
支
援

セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９（
９
３
４
）６
１
５
３

年
金
時
効
特
例
法
に
つ
い
て

あ
な
た
の
山
が

宝
の
山
に
も
！

●最近の架空請求の手口
　最近、架空請求の手口が悪質かつ巧妙化しており、相談件数は依然高水準となっています。
　①「封書による不審な請求がきた」という相談が増加しています。
　② 「国民生活管理センター」「日本消費生活センター」などの公的機関を思わせる名称を用いて、「連絡が
ない場合には裁判所への出廷となります。万が一、身に覚えがない場合は早急にご連絡ください」と、
消費者心理を巧みに利用し相手先への連絡を誘導する悪質な手口も見られます。

●対処法
　・ 一度払ってしまうと、業者からカモと思われ次々と新たな請求が続きます。例え少額であっても身に覚
えのない請求に応じてはいけません。　　　　

　・ 連絡すると相手に電話番号などの個人情報を聞き出され、被害が大きく
なる恐れがあるので、記載されている連絡先には絶対連絡しないでくだ
さい。

【消費生活に関する相談窓口】
　市役所商工観光課商工観光第１係　☎24－2111（内線535）
　長浜支所総務商工課　　☎52－1111（内線17）
　肱川支所総務商工課　　☎34－2311（内線210）
　河辺支所総務商工課　　☎39－2111（内線121）
　愛媛県消費生活センター☎089（925）3700

架空請求にご注意ください！

最終通知書

　貴殿がご利用された電子

通信料金が未納ですので至

急ご連絡ください。

　連絡なき場合は、裁判手続

又は給与差押の強制執行さ

せていただきます。

連絡先　090－････－････

○○総合管理センター
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お知らせ
　

本
年
10
月
１
日
か
ら
、
気
象

庁
に
よ
る
「
緊
急
地
震
速
報
」

の
提
供
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

緊
急
地
震
速
報
は
、
震
源
に

近
い
観
測
点
で
地
震
を
検
知
し
、

直
ち
に
震
源
や
地
震
の
規
模
（
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）、
各
地
の
震
度

な
ど
を
推
定
し
、
大
き
な
揺
れ

が
始
ま
る
数
秒
〜
数
十
秒
前
に
、

テ
レ
ビ
放
送
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
な
ど

に
よ
り
、
素
早
く
お
知
ら
せ
す

る
情
報
で
す
。
こ
の
情
報
に
よ

り
大
き
な
揺
れ
が
到
達
す
る
前

に
防
災
行
動
を
と
る
こ
と
で
、

地
震
被
害
の
軽
減
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
震
源
に

近
い
地
域
で
は
、
緊
急
地
震
速

報
が
強
い
揺
れ
に
間
に
合
わ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

緊
急
地
震
速
報
が
流
れ
た
ら
、

あ
わ
て
ず
に
ま
ず
身
の
安
全
を

確
保
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

家
庭
や
職
場
な
ど
で
地
震
が
起

き
た
ら
、
ど
う
行
動
す
べ
き
か
、

日
ご
ろ
か
ら
よ
く
話
し
合
っ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

松
山
地
方
気
象
台
防
災
業
務
課

☎
０
８
９（
９
３
３
）３
６
１
０

気
象
庁
の

「
緊
急
地
震
速
報
」

 
〜
10
月
１
日
ス
タ
ー
ト
〜

　９月９日は救急の日です。
　今回は、みなさんと一緒に救急車の利用法について考えてみましょう。

「救急車で運ばれた人の４割が軽症」

　大洲市・喜多郡では平成18年中に2,847件の救急出動がありました。
　救急件数は年間約100件のペースで増加しています。主な増加の原因は高齢化による心臓病や脳血管
障害が増えたことといわれています。
　しかし、救急車で運ばれた人の約４割は「軽症」と医師に診断されています。病気やけがの程度が軽
い人による安易な救急要請も件数増加の大きな原因になっています。

「マナーを守って１１９番」

　大洲消防署では管内（大洲市・喜多郡）に６台の救急車
を配備して救急需要に対応しています。しかし、このまま
の推移で救急件数がのびると１分１秒を争う生命の危険が
ある重症者への対応が遅れるという心配もあります。
　「みなさんの大切な救急車」です。
　マナーを守った正しい利用をお願いします。

「かかりつけ病院」や「日曜・祝日当番医」を利用しましょう。

　体調が悪くなった場合は、救急車を呼ぶ前に「かかりつけの医師」に相談してみることも考えてみま
しょう。大洲市・喜多郡では「日曜・祝日の当番医」が決められています。直接行けば診察を受けるこ
とができますので利用しましょう。当番医は当日の新聞に掲載されていますし、大洲消防署ホームペー
ジ　http://www1.quolia.com/ozusyoubou/　でも見ることができます。
　消防署への問い合わせ（☎24－0119）でも対応しています。

※ 緊急に病院へ搬送しなければならない場合で、救急車以外に搬送する手段がない場合には、迷わずに
119番通報をして下さい。

９月９日は救急の日９月９日は救急の日９月９日は救急の日

交
通
安
全
大
洲
市
民
大
会

開
催
の
お
知
ら
せ

　

交
通
安
全
に
対
す
る
意
識
の

高
揚
と
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
に

努
め
、
市
民
の
総
力
を
挙
げ
て

交
通
死
亡
事
故
を
抑
止
し
よ
う

と
、
左
記
の
と
お
り
「
交
通
安

全
大
洲
市
民
大
会
」
を
開
催
し

ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
９
月
８
日（
土
）

　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時
30
分

【
場
所
】
大
洲
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

【
内
容
】
交
通
安
全
作
文
発
表
、

講
演
、
県
警
音
楽
隊
に
よ
る
演

奏
、
交
通
安
全
宣
言
な
ど

※ 

ご
来
場
の
方
に
は
、
夕
暮
れ

時
や
夜
間
歩
行
の
際
に
身
に

付
け
る
リ
ス
ト
バ
ン
ド
を
配

布
し
ま
す
。

※ 

駐
車
場
は
、
大
洲
南
中
学
校

お
よ
び
大
洲
小
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
準
備
し
て
い
ま
す
が
、

で
き
る
限
り
乗
り
合
わ
せ
で

お
越
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
総
務
課
地
域
安
全
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
３
２
２
）


	表紙・財政状況のお知らせ　ほか
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	行政改革実施状況・お知らせ　ほか
	お知らせ・大洲市こども議会開催　ほか
	まちのわだい・保健センター情報　ほか
	くらしの情報・相談ごと案内　ほか



